
新たな花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針について
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＜国産花きの強みと課題＞ ＜施 策 の 方 向＞
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生
産

流
通

輸
出

文
化

国際競争力の強化が緊要の課題

・ 近年の国内市場における花き消費の伸び悩み、大
量生産された安価な切り花の輸入の増加等に対応
する観点から国際競争力の強化が緊要な課題。

生産性・品質の向上と生産者の経営の安定

研究開発の推進

・ 暑熱。対策等による周年生産、次世代施設園芸の面的拡大、
ロボット、AI・IoTを活用したスマート農業技術の導入等の推進。
・ 自然災害等のリスクへの備えとして収入保険や園芸施設共
済等の普及促進

暑熱対策

加工及び流通の高度化

・ 加工に関する技術開発や卸売市場
等におけるコールドチェーンの整備、
流通経路の合理化等を推進。

・採花後の前処理（抗
菌剤等で水揚げ）
・出荷前の温度管理
（低温保管）等の徹
底

産 地

・配送施設、卸売場の
低温化
・輸送時の温度管理
（積載前のトラック庫
内の冷却等）の徹底

市 場 小売店

・市場から店舗まで
搬送時の温度上昇
の防止
・入荷時の適切な水
揚げの実施、低温
ショーケースの利
用等。

輸出の促進

・ 産地における輸出に対応した栽培体系の
確立。
・ 国際園芸博覧会への政府出展等を活用
した海外需要の創出。

花きの文化の振興

・ 花きの文化の振興に向け、
① 公共施設やまちづくり等における花きの活用
② 花育、日常生活における花きの活用
等を推進。

公共施設やまちづくりにおける活用世界に誇る豊かな花きの文化

・ 花きの文化を振興すること
は、国民の心豊かな生活の
実現に資する。

日持ちの良い花きに対する消費者ニーズへの対応

・ 輸入花きからシェアを回復するには、国産花きの
鮮度、日持ちの良さ等の強みを活かすためのコール
ドチェーンの整備等が必要。

輸出は増加傾向

・ 国産花きは、国際的に
高い評価を得ており、アジ
アや欧米けを中心に輸出
が増加傾向。

花き輸出額の推移
（億円）

スマート農業次世代施設園芸

国際園芸博への出展輸出対応産地

H29実績 R12目標 R17目標

産出額 3,687 4,500 6,500

輸出額 138 200 450

輸入額 511 300(見込) 300(見込)

輸出拠点

需
要

・ オリンピック・パラリンピック、国際園芸博覧会の成
果を最大限に活かし、国内外の花きの需要を飛躍
的に拡大。

花きの需要の増進

・ 国際園芸博覧会等の開催、切り花の日持ちを保証する
販売の確立。
・ SNSの活用、観光業界、インテリア業界等との連携によ
る効果的な需要喚起。

花いっぱいプロジェクト
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国内外の需要拡大

・ 花きの新品種の育成や増殖技術の高度化、生産性・品質の向上等の研究開発を推進。

・ 平成29年の産出額が3,687億円と農業産出額の
４％。
・ 多様で高品質な国産花きは国際的にも高い評価。
近年輸出は増加傾向（令和元年に138億円）。



新たな茶業及びお茶の文化の振興に関する基本方針について
＜現 状＞ ＜施 策 の 方 向＞

今後の茶業及びお茶の文化の振興に関する基本的な方向

従来の取組の単なる延長ではなく、新たな発想のもと、国内外の多様化した消費者ニーズを
的確に捉えつつ、各産地の特徴や実情を踏まえたお茶の生産、加工、流通の取組を促進。

〇 消費者ニーズに対応した品質・付加価値の
向上の促進、加工及び流通の高度化
・多様化する消費者ニーズへの対応
・付加価値の向上のための取組の促進
・生産者と流通・実需者が連携した取組の促進
・品質の向上のための取組の促進
・加工施設の整備の促進

お茶の文化の振興のための施策

茶業の振興のための施策〇 消費者の簡便化志向により、リーフ茶から緑茶飲料へ消

費がシフト。

若年層のお茶への嗜好の変化や、特徴的なものへのこだ

わりなど、消費は多様化してきているが、こうした変化への

対応に遅れた結果、お茶の消費が伸び悩み、価格が低迷。

〇 一方、海外に目を転じると、世界の緑茶貿易量は今後も

増加すると見込まれており、このような海外需要を取り込ん

でいくことが重要。

〇 生産面では、急傾斜地を中心に、高齢化や繁忙期の労働

力不足等により、今後お茶の生産が維持できなくなる恐れ。

近年多発する災害等への対応も必要。

〇 国民の豊かで健康的な生活の実現に寄与

〇 中山間地域における重要な基幹作物

○ 茶業は、裾野が広く、地域経済・雇用確保の観点からも重

要な産業

茶業及びお茶の文化の振興の意義

お茶の国内需要の長期見通し ： 8.6万トン（H30） → 7.9万トン（R12）

お茶の生産数量目標 ： 8.6万トン（H30） → 9.9万トン（R12）
（うち輸出 0.5万トン） （うち輸出 2.5万トン）お茶をめぐる課題
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増加分
23.3万トン

茶専門小売店茶農家

茶畑での茶体験茶摘み体験 おいしいお茶の提供

【輸出向け集出荷施設整備】

多目的散水装置 ロボット茶園管理機 情報の一元化と見える化

【スマート技術の実証・導入】

【プロモーションの実施】

【新たなお茶の飲み方の提案】

改植により畝方向を統一⇒ 作業時間が短縮

国内需要の長期見通し及び生産数量目標

【戦略的な改植・新植】

【生産者と流通・実需者が連携した取組（イメージ）】

観光業と連携した産地の活性化

優良品種への改植

【健康機能性の発信】

料理に合わせた日本茶
機能性をPRした
パンフレット

文化的景観としての保護茶道体験

〇 お茶の文化に関する理解の促進
○ お茶に関する文化財の保存・活用

〇 輸出の拡大
・海外市場の開拓の推進
・輸出の大幅な拡大に向けた生産・流通体制の構築
・輸出先国・地域が求める輸入条件への対応

〇 生産者の経営の安定
・産地の特色に応じたお茶の生産の促進
・茶樹の改植・新植の促進
・スマート農業技術の研究開発及び実証・導入の推進
・茶園の基盤の整備
・中山間地域等の特色を活かした取組の促進
・茶園の継承・集積や離農茶園への対応
・自然災害等のリスクへの備えの促進

〇 消費の拡大
・多様な消費者層に向けたお茶の魅力発信

・国内外の消費の拡大につなげるための、健康機能

性や新用途への利用に関する研究開発の推進及び

その成果の普及

・お茶を活用した食育の推進

〇 お茶に関する情報の一元化及び活用



⚫ 有機農業の取組拡大は、以下のような特徴から農業施策の推進に貢献。

➢ 農業の自然循環機能を大きく増進し、農業生産に由来する環境への負荷を低減、さらに生物多様性保全や地

球温暖化防止等に高い効果を示すなど農業施策全体及び農村におけるSDGsの達成に貢献。

➢ 国内外での需要の拡大に対し国産による安定供給を図ることが、需要に応じた生産供給や輸出拡大推進に貢献。

新たな有機農業の推進に関する基本的な方針について

基本的な事項

これまでの有機農業の推進に関する基本的な方針

○ 有機農業推進法（平成18年12月制定）に基づき策定

○ 基本的な事項、推進及び普及の目標、施策等を記載

平成19年4月策定 平成26年4月改定

※ おおむね平成30年までの目標を設定

⚫ 有機農業の拡大に向け、農業者その他の関係者の自主性を尊重しつつ、以下の取組を推進。

➢ 有機農業の生産拡大：有機農業者の人材育成、産地づくりを推進。

➢ 有機食品の国産シェア拡大：販売機会の多様化、消費者の理解の増進を推進。

⚫ 10年後（2030年）を目標年度としつつ、達成状況を随時確認し、５年後を目途に中間評価を行い見直しを検討。

中間評価及び見直し

⚫ 10年後（2030年）の国内外の有機食品の需要拡大を以下のように見通し。

<国内の有機食品の需要> 1,300億円（2009）→ 1,850億円（2017） → 3,280億円（2030)

< 有機食品の輸出額 > 17.5億円（2017） → 210億円（2030)

推進及び普及の目標

⚫ この需要に対応し、生産および消費の目標として、以下を設定。

【有機農業の取組面積】 24千ha (2017) → 63千ha (2030)

【有機農業者数】 12千人 (2009) → 36千人 (2030)

【有機食品の国産シェア】 60% (2017) → 84% (2030)

【週１回以上 18% (2017) → 25% (2030)
有機食品を利用する消費者の割合】

新たな有機農業の推進に関する基本的な方針

国内外の有機食品需要の増大と有機農業の取組面積の推移

有機農業を巡る近年の状況

有機農業はSDGsの達成に貢献

【有機農業の推進目的】

✓有機農業の特徴等を踏まえ、農業全体の中で有機農業を推進する目

的を明確化すべき。

【有機農業の制度】

✓有機農業関連制度が、生産者にも消費者にもわかりにくい。国際水準も

踏まえ定義を整理する、有機認証を取得しやすくする、等の整理が必要。

【有機農業の施策】

✓有機農業に取り組む生産者の人材育成や相互連携。技術開発、農地

の確保・集団化、販路開拓や流通の合理化、消費者への情報伝達・理

解確保が必要。

果樹・有機部会における論点（同部会 中間とりまとめより）

※平成30年（2018）に、取組面積を全耕地面積の1.0%とする目標を設定
（2017年時点で0.53％）

国内外の有機食品市場規模の推移

*（ ）内の数字は各年度における我が国の耕地面積に占める有機農業取組面積の割合。
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有機JAS認証を取得していないが
有機農業が行われている農地

有機JAS認証を取得している農地

日本の有機農業の取組面積

有機農業の生物多様性保全効果の調査結果

令和元年８月28日（国）農研機構プレスリリース
「(研究成果) 有機・農薬節減栽培と生物多様性の関係を解明」より

2009年 2017年

1,300 1,850

2009年 2017年

509 970

国内（億円）

世界全体（億USドル）

有機農業に取り組んだ際の、一般的な管理
（化学肥料使用）と比較した温室効果ガス削減量

有機農業をめぐる事情（令和2年2月）農林水産省 より抜粋

⚫ 有機農業をSDGsへ貢献するものとして推進し、その特徴を消費者に訴求していくため、人材育成、産地づくり、販売

機会の多様化、消費者の理解の増進に関しては、国際水準以上の有機農業の取組を推進。

⚫ 調査や技術開発等は、国際水準に限らず幅広く推進。

推進に関する施策

➢人材育成：就農相談、共同利用施設整備、技術実証、土壌診断DB構築、指導員の育成・現地指導等

➢産地づくり：拠点の育成、有機農業に適した農地の確保・団地化、地方公共団体のネットワーク構築等

➢販売機会の多様化：多様な業界との連携、物流の合理化、加工需要の拡大、有機認証取得時の負担軽減等

➢消費者の理解の増進：表示制度等の普及啓発、食育等との連携、小売事業者等と連携した国産需要喚起等

➢技術開発・調査：雑草対策、育種等、地域に適した技術体系の確立、各種調査の実施とわかりやすい情報発信等

※青太字は今次基本方針にて追加された施策

環境保全型農業直接支払制度に関する第三者委員会（第11回、
令和元年8月22日）資料より農業環境対策課取りまとめ



米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針について

＜現状と課題＞

〇 本基本方針は、米穀の新用途（米粉用、飼料用）への利用を促進するための基本的な方向を提示するもの。

〇 これまでに明らかになってきた課題やその対応に向けた取組の方向について、関係者等の意見を基に追記して改定。

生産量等の推移

＜米粉用米＞
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配合飼料メーカーへの供給

畜産農家への供給

＜飼料用米＞

原料価格 製粉コスト等 米粉価格 二次加工品価格

米粉 50円程度 50～240円程度 100～290円程度 1,300円～2,000円程度

小麦粉 50円程度 50円程度 100円程度 430円

注１）米粉原料価格は企業購入価格（平均値）であり、農家出荷価格と は異なる場合がある。
注２）米粉価格は業務用（加工用）の価格。
注３）二次加工品価格は、食パン1㎏の価格（米粉は農林水産省調べ、小麦粉は小売物価統計調査）

＜製粉・加工コストの状況＞

更なる利用拡大を図るには、①消費者ニーズを踏まえた商品開発、②米粉
の特徴を活かした輸出の拡大、③二次加工コストの低減が課題

更なる利用拡大を図るには、①飼料用米
を活用した畜産物のブランド化、②流通
コストの低減、③複数年契約などの安定
取引の拡大が課題

【凡例】ブランド事例数

･･･事例無し ･･･1例

･･･2例 ･･･3～4例

･･･5例以上

※令和２年３月現在で把握しているもの

米粉用米

飼料用米

＜施策の方向＞

米粉用米の海外需要の創出

⚫ 国内産米粉や米粉加工品の優位性を
活かした海外需要の創出及びノングル
テン米粉JASの制定

ノングルテン米粉
マーク

ＪＡＳマーク

流通・加工コスト低減

⚫ 米粉用米について、パンや麺等の大規模
製造ラインに適した二次加工技術の開発

⚫ 飼料用米について、バラ出荷やストック
ポイントの整備等

安定取引の推進

⚫ 需要を確実なものとするため、複数年契約
などの安定取引の一層の推進

消費者ニーズを踏まえた商品開発

⚫ 米ゲルやアルファ化米粉等の新たな米粉
の加工法を活用した商品の開発

米粉パン

⚫ 飼料用米を利用した畜産物の
ブランド力の強化 輸出用米粉麺

アルファ化米粉を
使用した製品

マーク

米
粉
用
米
・飼
料
用
米
の
利
用
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進

生産努力目標

⚫ 食料・農業・農村基本計画においては、生産努力目標
として、令和12年度において、米粉用米にあっては
13万トン、飼料用米にあっては70万トンを設定

(kgあたり)

注）農林水産省調べ

バラ出荷の様子




